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大会開催要項（案）  
 
大会種目 グラウンドゴルフ（個人戦） 
開催日時 令和５年１０月２９日（土）、で９：００～１２：００ 
会    場 白川小学校運動場（開会式、閉会式は体育館） 
集合時間  ８：４５ 現地集合 
大会日程  ９：００開会式  競技説明  準備体操 
     ９：３０競技開始 
        
申し込み  老人会、まち協に、出場者依頼 
参加費    無料 
 
競技内容 実施要項による。 
飲食場所  
注意事項 ・専用用具（スタ－トマット、ホールポスト、クラブ、ボ－ル）老人会にて用 
     意致します 
     ・クラブ、ボ－ルお持ちの方はご用意をお願いします。 
  
 大会実施要項  
１  競技種目 グラウンドゴルフ 
２  日本グラウンドゴルフ協会とローカルルール 
３  競技内容 コ－スは会場の広さにあわせ設定１コ－ス設定 
４  チーム構成 １チーム６名とする。（６名以下でも可） 
５  競技方法 前半８ホール、後半８ホールの１６ストローク 
６  打順は１ホ－ル毎に１番繰り上げる 
７  ２打目からは打順１が「トマリ」まで続けて打つ、以下同様   
              （トマリとはホ－ルポストに入る事） 
８  ボ－ルの２分の１がホ－ルポストに入ればトマリとする 
９  記録係 各チ－ムで決めて下さい（記録用紙別紙） 
１０ 表彰方法 上位３名を表彰する 
１１ 順位は２ホ－ルの合計打数打数最小者、同数打数の場合は年齢、年齢が同じ場合は 
  最小打数のホ－ル数にて決める 
 
感染症予防対策について  
（１）当日朝検温を行い、体調が悪い方は参加を控えてください。 
（２）施設内の換気を心がけてください。 
（３）３密（密集・密接・密閉）を回避した利用をお願いします。 
（４）競技中は基本的に無理のない範囲でマスク着用お願いします  
（５）感染状況により、やむを得ず大会を中止とする場合があります 
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第１章 エチケット 
第１条 プレーヤーは、自分のプレーが終わったら、すみやかに次のプレーヤーの妨げ 
   にならない場所に行く。 
第２条 プレーヤーは、同伴のプレーヤーが打つときには、話したり、ボールやホール 
   ポストの近くやうしろに立たない。また、自分たちの前を行く組が終了するま 
   で、ボールを打たない。 
第３条 プレーヤーは、自分の作った穴や足跡を直して行く。 
 

第２章 ゲームに関するルール 

第４条 ゲーム 
    ゲームは、所定のボールをきめられた打順にしたがってスタートマットから打 
   ち始め、ホールポスト内に静止した状態「トマリ」までの打数を数えるもので 
   ある。 

第５条 用 具 
    クラブ、ボール、ホールポスト、スタートマットは定められたものを使用しな 
   ければならない。 

第６条 ゲーム中の打球練習 
    プレーヤーは、ゲーム中いかなる打球練習も行ってはならない。本条の反則は 
   １打付加する。 

第７条 援 助 
    プレーヤーは、打つとき足場を板などで作ったり、人に支えてもらったりする 
   など、物的・人的な援助やアドバイス、あるいは風雨からの防護を求めたり、 
   受けたりしてプレーしてはならない。本条の反則は１打付加する。 
第８条 ボールはあるがままの状態でプレー 
    プレーヤーは、打ったボールが長い草や木のしげみなどの中に入ったとき、ボ 
   ールの所在と自己のボールであることを確かめる限度においてのみ、これらの 
   ものにふれることができる。草を刈ったり、木の枝を折ったりしてプレーして 
   はならない。本条の反則は１打付加する。 

第９条 ボールの打ち方 
    プレーヤーは、ボールを打つときはクラブのヘッドで正しく打ち、押し出した 
   りかき寄せたりしない。本条の反則は１打付加する。ただし、から振りの場合 
   は打数に数えない。 

第 10条 紛失ボールとアウトボール 
    プレーヤーは、打ったボールが紛失したり、コース外に出たときは１打付加し、 
   ホールポストに近寄らないで、プレー可能な箇所にボールを置き、次の打を行 
   わなければならない。 
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第 11条 プレーの妨げになるボール 
    プレーヤーは、プレーの妨げになるボールを、一時的に取り除くことを要求す 
   ることができる。取り除くのは、ボールの持ち主であり、その際ホールポスト 
   に対して、ボールの後方にマークをして取り除かなければならない。 

第 12条 他のプレーヤーのボールに当たったとき 
    プレーヤーは、打ったボールが他のプレーヤーのボールに当たったときは、そ 
   のままボールの止まった位置からプレーを続ける。当てられたプレーヤーはも 
   との位置にボールをもどさなければならない。 

第 13条 止まったボールが風によって動いたとき 
    プレーヤーは、打ったボールが動いている間は、ボールを打ってはならない。 
   風によってボールが動いたときは、静止した場所からプレーをし、動いてホー 
   ルポストに入った場合はトマリとする。 

第 14条 第１打がホールポストに入ったとき 
    プレーヤーは、打ったボールが１打目でトマリになったとき（ホールインワン） 
   は、合計打数から１回につき３打差し引いて計算する。 

第 15条 ゲーム中の判定 
    ゲーム中の判定はプレーヤー自身が行う。ただし、判定が困難な場合は同伴プ 
   レーヤーの同意を求める。 

第 16条 標準コース 
    標準コースは、50ｍ、30ｍ、25ｍ、15ｍ 各２ホールの合計８ホールで構成す 
   る。 
        標準コース図（８ホール）別紙 
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